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宮崎県告示第 974号の３

令和２年宮崎県告示第 944号の２（家畜伝染病のまん延を防止す

るための家畜等の移動及び搬出の禁止又は制限）を次のとおり変更

する。

令和２年12月13日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 禁止し、又は制限する家畜の種類

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥

並びにそれらの死体

２ 禁止し、又は制限する物品

病原体をひろげるおそれのある物品

３ 禁止又は制限の対象となる区域

⑴ 移動制限区域

ア 日向市東郷町下三ケ（中水流、鹿文字山、八ツ山、柳原、

龍馬、雪車塚、下村、中村、上村、菫ケ窪、崩レ）

イ 美郷町南郷中渡川（日平、ソグウセ、杭谷）、南郷神門（

杭谷、黒岩、山麦、新右衛門田、下名木、五味、石越、渡場

瀬、向山）、南郷水清谷（下田の原）


